
小城市タイムライン（１次案）について 

小城市 

＜小城市タイムライン（１次案）作成の経緯＞ 

・台風接近を起点とした小城市の事前防災行動項目を確認し、小城市タイムライン

（１次案）の作成を行った。 

・タイムラインの作成は、本市の災害時体制として定める「総務対策部」、「市民対

策部」、「福祉対策部」、「建設対策部」、「産業対策部」、「教育対策部」に分かれ

て、グループワーク形式で実施した。 

・その結果、本市の「事前防災行動」、「行動を実施すべきタイミング」、「他部との

連携事項」、について整理するとともに、それぞれの行動項目に対して「必要な所

要時間」の設定を行い、小城市タイムライン（1次案）を作成した（資料３-２を

参照）。 

・なお、必要な所要時間は、過去の災害対応の経験や机上訓練での経験をもとに算

出した。 

 

＜11月 17日 第１回 タイムライン作成研修会＞ 

 
①タイムラインについての基礎知識や

気象情報等について説明を受ける 

 

②台風接近に伴う事前行動項目を付せ

んに書き出し大判紙へ実施順に並べる 

 

③書き出した行動項目を実施するため

に必要な他部からの情報や連携行動を

追記 

 

④各部が検討結果について発表し、情

報を共有した 

 

資料３－１ 



小城市タイムライン（１次案）

要支援者名簿避難者台帳の準備（3分）　 非常用電源の燃料と稼働確認（20分） 土のう備蓄残不足の場合作成作業（全庁的）（180分）　

気象情報の収集（10分） 総務部へ職員への応援依頼（3分）
工事現場の対応指示（建設部各課）（30分） 各種公園の施設の点検補強（都市整備推進課）（180分）

○交通情報に関する情報の伝達（西日本高速道路、JR九州）

教育委員会と学校、幼稚園、保育園との協議（60分）
落水（事前放流）の判断

避難所開設の判断

西佐賀水道から配備状況連絡（10分） 福祉関係施設への確認（30分）

民生委員へ連絡（10分）
民生委員が避難支援関係者へ連絡（60分）

溜池、クリークの落水（事前放流）（90分）

避難行動要支援者の避難（60分）

被害情報の収集・伝達
水防連携レベル③での職員参集（事前配備・情報収集）（建設課）（60分）

各施設の巡視（随時）

情報伝達、報告（市内の巡回情報等）（随時）

水防団参集（30分） ○ケーブルテレビ放送を活用した河川高潮防災情報の提供（報道機関）

出動準備

水防団による巡回

情報伝達、報告（市内の巡回情報等） 学校登下校時の安全確保の指示（15分） 情報伝達、報告（市内の巡回情報等）（10分）

水道施設の被害確認（120分） 情報収集（家屋）（30分） 文化財、教育関連施設の被害確認（60分） 福祉関係施設の内水被害の確認（30分）
事業者の被害確認（農林水産業・商工業）（60分） 災害現場の確認（60分）

○ホットライン（内水被害、県河川水位等）（佐賀県）

災害情報の提供（各施設）（教育対策部）（20分）

○交通規制区間の情報提供（県警察）

避難所の開設（内水）（0分）

水確認の必要性確認（30分） 時間外での避難所開設時の確認（30分） 各部からの情報収集（30分）

水の確保（60分） マスコミ対応（30分）

チェックシート作成（第２配備の段階で）（30分） 休園の連絡（保育園）（15分） 各排水ポンプ場との連絡調整①（30分） 農協・漁協・商工団体への情報提供②（30分）

避難所の応援（30分）

各排水ポンプ場との連絡調整②（30分）

災害情報の提供（各施設）①（15分） 避難所の開設（外水）（0分）

災害情報の提供（各施設）②（15分）

・住民の避難（60分）

災害情報の提供（各施設）③（15分）

被害確認（60分） 避難者の把握（随時） 文化財・教育関連施設の被害確認(文化課)（0分) 各排水ポンプ場の被害確認（農林水産業・商工業）（随時）

他対策部支援（随時）
災害廃棄物への対応（60分） 要支援者の安全確保（随時）

救助・救援活動依頼・指示 現地対策本部の設置・運営

○被害情報等の報道（報道機関） ○災害派遣要請の受理（陸上自衛隊）

○ライフライン被害把握（九州電力、NTT西日本、佐賀ガス、佐賀県LPガス）

○災害派遣（陸上自衛隊）

○広域応援部隊の派遣（近隣県、市町村）

○防災エキスパートによる支援（防災エキスパート会、武雄河川事務所）

遺体への対応準備（30分）
遺体収容場所の決定（30分）

要援護者の（避難指定以外）安否確認を民生委員に要請する（10分） 救助用資機材、医療品の調達（60分）
農林水産業者、商工業者の支援（60分）

被災箇所の応急復旧（協会）（随時）

人員配置（30分） 民生委員による要援護者の（避難指定以外）安否確認民（180分）

浸水家屋の防疫（総務対策部の指示により）（60分） 災害後のHP情報（150分）
食糧の調達（180分）

必要量の確保(消毒・ポンプ）（60分）
文化財の所有者への連絡（県へ報告）（60分）

人員配置（30分） ○文化財被害の報告（佐賀県）

【凡例】

黒字：各所属の行動項目 行動の起点から終点 対策部内の行動のつながり

赤字：所属部以外の行動 随時実施される行動 他対策部との行動のつながり

検討会参加機関との行動のつながり

○大雨注意報・洪水注意報発表（佐賀地方気象台）
○大雨警報、洪水警報発表（佐賀地方気象台）

・台風説明会

2

‐48h

被災シナリオ No 基準
時間

小城市の活動

3

‐24h

検討会参加機関の活動
市民対策部

情報収集内容（様式）
の決定（30分）

がれき置場の確保
（120分）

消毒液の確保（60分）

○気象情報の伝達（佐賀地方気象台）

○溜池、クリークの落水（事前放流）の相談（武雄河川事務所）

（総務対策部へ）避難困難者の
避難を水防団に依頼することを
要請（5分）

避難所食糧・飲料水
の準備（30分）
部長会の判断により、
各地区の避難所開設
指示（10分）
水防団へ避難支援の
指示（10分）

総務対策部

交通状況に関する情
報の収集・伝達（20
分）

がれき置場の相談を受け判断（0分）
※場合により指定管理者との調整（15分）

部長会（台風時）
（20分）

体育施設の閉館の判
断（30分）

各公民館の閉館判断
（30分）
・予約状況確認（20
分）
・閉館とする時予約者
へ周知（20分）

・臨時休館の対応（30
分）
・文化センター、赤れ
んが館、牛津会館の
臨時休館検討（30分）

・（総務対策部の指示により）４施設担当者へ避難
所の開設の連絡（5分）
・施設担当者への連絡　職員の配置（30分）
・避難所開設
・避難人員等の報告（1時間毎） （5分）

各管理施設の点検
（180分）

待機準備メール（10
分）

福祉対策部へ4施設の避難所開設を指示（5分）
※気象情報の状況に応じて

防災無線による市民
への周知（警報発令）
（60分）

教育対策部 福祉対策部 産業対策部 建設対策部

学校長への情報提供（30分）

水防団（消防団）長へ
連絡（10分）
水防団出動準備（50
分）

市内の巡回情報収集
（30分）

Webカメラによる情報
収集（20分） 災害対策第１配備

職員参集連絡、各部
伝達（30分）

○台風に関する気象庁記者会見（佐賀地方気象台）

○台風に関する情報の伝達（佐賀地方気象台）

機材の確保（30分）

・給水車の準備（30
分）
・給水タンク準備（60
分）

林道側溝の点検（180
分）

排水ポンプの燃料確
認点検・試運転（180
分）

公用車燃料・防災無線、器材等の確認（60
分）

農協・漁協・商工団体
への情報提供①（30
分）

総務課情報収集（随
時）

初動体制の確立（60分）

ポンプ操作員樋管操作員へのポンプ操作、
事前落水についての周知を図る（建設課）（20分）

・気象情報

1

‐72h
・遺体収容場所の事
前確認（30分）
・遺体袋ブルーシート
の確保（60分）

公園立入禁止看板設
置（120分）

溜池・クリークの落水
依頼（30分）

緊急対応連絡体制の
確認（下水道課）（30
分）

　　　　　　　　　　　　休校時の給食中止の指示及び業者への連絡指示（30分） 避難支援関係者が避難行動要支援者へ連絡（60
分）

5

‐22h

・学校を休校にするか
どうかの判断（60分）

学校施設開放の中止
利用者への連絡（30
分）

体育施設の閉館につ
いて指定管理者と調
整（15分）

4

‐23h
学校休校の報告（10分）

・閉館とする旨の広報
（30分）
・各公民館管理人の
体制判断（30分）

野外研修センター閉
館対応（15分）

河川取水口の確認
（120分）

ポンプ場巡回　河川巡
回（継続）

情報伝達、報告（市内
の巡回情報等）（90
分）

出動時は記録入力
（建設課）（随時）

8

‐19h
水防団（消防団）への
依頼（60分）

7

‐20h
地下水の冠水状況の
把握・市内巡回（建設
課）（30分）

稼動状況の確認（ウェ
ブカメラ）ポンプ（建設
課）（20分）

ポンプ場巡回　河川巡
回（120分）

警報発表時建設課全
員参集（60分）

収集した情報の伝達
（30分）

学校登下校時の安全
確保の指示（15分）

保護者への情報提供（30分）
職員の招集（警報をトリガーに）（30分）

幹線水路の排水調整
（180分）

佐賀土地改良区へ送
水停止依頼（20分）

農業用排水ポンプの
操作連絡調整（30分）

被害情報等の収集・
伝達

各施設を台風から守る手当て（15分）

10

‐17h

6

‐21h
巡回等による情報収集

情報伝達、報告（市内の巡回情報等）（30分）

11

‐16h

9

‐18h

14

‐13h

15

‐12h

12

‐15h

13

‐14h

16

‐11h

17

‐10h

【内水による被害発生】
・内水発生 18

‐9h

20

22

‐5h

【水防団待機水位到達】
・妙見水位観測所（水位
1.0m） 23

‐4h

【氾濫注意水位到達】
・妙見水位観測所（水位
2.2m） 24

‐3h

【氾濫危険水位到達】
・妙見水位観測所（水位
4.3m）
・大雨特別警報

26

‐1h

【降雨開始】
・大雨注意報、洪水注意報発
表
・大雨警報、洪水警報発表

○情報収集、報道（報道機関）

21

‐6h

被害状況の確認と関
係機関への報告（120
分）

土のう積水防用建設
業組合準備（60分）

道路冠水の確認通行
止（60分）

対策部長会（20分）

○道路冠水情報等の共有
（佐賀国道事務所、西日本高速道路、佐賀県警、佐賀県）

19

‐8h 公民館避難所開設準備（60
分）

冠水道路の通行止
（建設課）（30分）

道路状況の確認、情
報収集（建設課）（60
分）

ポンプ場の状況確認 （建
設課）（30分）

緊急対応作業時の確
認（下水道課）（30分）

避難所開設の判断

避難所の準備指示
（10分）

‐7h 自主避難所開放の告
知（30分）

招集人員の増員（追加の応援要請が
来たら）（60分） （総務部の指示を受け）体育館の避

難所準備（60分）
・（総務対策部の指示
により）福祉避難施設
へ開設準備要請（20
分）
・福祉避難施設開設
準備（60分）

部長会の判断により、
指定避難所の開設指
示（20分）

災害対策班第２配備　各部伝達（30分） ○河川水位等の情報提供（武雄河川事務所）

市内の巡視（120分）

民生委員が避難支援
関係者へ連絡（60分）

被害発生時は随時状況
の確認調査（建設課）（20
分）

（社）小城市建設業協
会へ依頼（発電機等）
（下水道課）（30分）

下水道施設管理業者
より異常通報あり（下
水道課）（30分）

○避難情報等の報道（報道機関）

人員確保（応援要請が来たら）（60
分） ・（総務部の指示により）４施設担当者へ避難所へ

開設の連絡（5分）
・施設担当者への連絡　職員の配置（30分）
・避難所開設
・避難人員等の報告（1時間毎） （5分）

・要支援者名簿、避難者台帳の準備（3分）
・福祉避難室の開設（10分）
・民生委員へ連絡（10分）
・総務部へ職員への応援依頼（3分）

非常用電源の燃料と
稼働確認（20分）

水防警報通知（30分） 緊急対応連絡体制に基づき準備を進
める（30分）

対策部長会（20分）
○ホットライン（佐賀気象台）
○ホットライン（武雄河川事務所）

避難支援関係者が避
難行動要支援者へ連
絡（60分）

各部からの情報収集
（30分）

・（避難状況に応じて）各地区の避難
所の開設検討（10分）
・各地区の避難所の開設（30分）
・担当職員の配置（20分）

河川の状況について情報
の収集（建設課）（40分）

災害対策班第３配備
各部伝達（30分） 部長会の判断により、避難準備情報の発

令、伝達（30分）
避難所開設の指示

マスコミ対応（30分）

（総務対策部の指示を受
け）避難困難者の避難支
援・避難者の誘導（60分）

避難勧告または指示
（20分）

○ホットライン（佐賀気象台）
○ホットライン（武雄河川事務所）
○避難情報等の報道（報道機関）
○ポンプ停止要請（武雄河川事務所）

○避難行動要支援者
の避難（60分）

巡視員、水防団員の
退避指示（0分）

巡視員、水防団の避
難指示（30分）

各部からの情報収集
（30分）

・福祉避難施設へ搬送（30分）
・急病者の受入を医療機関へ（市民病院）連絡（3分）

建設対策部本部からの指示によるポンプ停止操
作（30分）

・ポンプ停止命令時の
操作員への連絡（20
分）
・ポンプ停止命令の依
頼（農村整備課災害
対策本部へ）（10分）

【避難判断水位到達】
・妙見水位観測所（水位
3.1m） 25

‐2h

・福祉避難施設へ受
入れ開始
・福祉避難施設への
受入要請（20分）

・総務部へ職員への応援依頼
（3分）

ポンプ停止の事前連
絡（河川事務所から受
けた後）（建設課）（20
分）

【外水による被害発生】
・牛津川左岸8.0km　堤防決
壊

27

0h
・福祉関係施設の被害確認（30分）
・避難した要支援者の名簿の把握（20分）

被害情報の収集（建
設課）（180分）

巡視員、水防団員の
安否確認（随時）

被害状況の把握（随
時）

救助・救援体制
の確立（120分）

31

8h

32

10h

29

4h

34

24ｈ 施設の管理人に被害状況の確認をする（60分）

対策部長会（20分） ○ホットライン（浸水予測範囲等）（武雄河川事務所）
○外水被害状況の把握（佐賀県、武雄河川事務所、佐賀県警）
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）（武雄河川事務所）
○救助救急活動（佐賀県、唐津海上保安部）
○（市の要請を受け）自衛隊派遣要請、広域応援の要請（佐賀県）

把握した被害状況の
伝達（随時）

28

2h

巡視員、水防団員の
退避（30分）

自衛隊要請（20分）
広域支援要請（20分）

マスコミ対応（30分）

人命に係る情報の収
集と対応（随時）

浸水家屋の防疫を指
示（20分）

33

12h
・被害後の開園情報（90分）
・児童・生徒・園児の安否確認（90分）

・施設の見回り被害確認（90分）
・施設の被害状況確認（60分）

○佐賀県水難救済会保有の救助用資機材の提供（唐津海上保安部）

30

6h

食糧確保の検討（30
分）

緊急対応の実施（下水道課）（30分）

台風接近

降雨開始

内水発生

決壊

総務対策部へ報告

（随時）

教育対策部へ避難所の応援

総務対策部へ報告

（随時）

西佐賀水道へ連絡

福祉対策部へ避難所の応援

西佐賀水道へ被害確認

（随時）

総務対策部へ報告

総務対策部へ要請

避難所開設指示

総務対策部へ報告

総務対策部へ報告

交通情報等の伝達

（随時）

資料3-2

避難所開設の判断

避難所の開設

避難行動要支援者

避難判断から要支援者の避難完了まで、約４時間

落水（事前放流）の判断

溜池・クリークの落水

（事前放流）の依頼 落水（事前放流）の実施

落水の依頼から落水完了まで、約２時間

落水（事前放流）判断の為の連絡

落水の判断から依頼開始まで半日程度

避難所開設指示

避難所の開設

避難所開設の判断

避難判断から開設の告知まで、約１時間半

避難所開設指示

避難所開設の判断

避難行動要支援

者の避難完了

避難準備情報の発令

一般住民

の避難完

避難所の開設
避難所開設指示

ホットライン
避難所開設指示

ホットライン

避難勧告又は指示の発令

避難判断から避難行動要支援者の避難完了まで、約３時間

避難所開設指示

から住民の避難

完了まで約２時

ポンプ停止要請から停止まで約１時間

ポンプ停止

ポンプ停止命令

の連絡

基準水位到達による、

ポンプ停止要請

ホットライン

落
水
実
施
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

（
避
難
行
動
要
支
援
者
）

内
水
避
難
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

（
自
主
避
難
者
）

内
水
避
難
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

水
位
を
踏
ま
え
た
ポ
ン
プ

停
止
操
作
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

（
避
難
行
動
要
支
援
者
）

外
水
避
難
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

避難所の開設

避難所開設指示

福祉避難施設

の開設・受入れ
※避難行動要支援者に

限らない

（
一
般
・
要
配
慮
者
）

外
水
避
難
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

減災行動

避難行動（内水）

避難行動（外水/避難行動要支援者）

避難行動（外水/一般・要配慮者）

①②

③

④

⑤

⑥
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